
 

  

 

 

 

 

 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※裏面もお知らせがあります。お読みください 

ふれあい長縄チャレンジ りんご広場  

スクールゾーン実行委員会 水泳学習４年 

水泳学習１・２年  

水泳学習３年 ALT  SC 来校午前 

水泳学習５・６年 ALT 

PTA プール開放 
 

児童委員会 水泳学習５・６年 図書返本

週間 悩みやいじめアンケート（１学期）

～１１日 
水泳学習３・４年 ALT 

水泳学習１・２年 ALT 

学習参観懇談会１～４年生 

水泳学習おひさま  SC 来校午後 

学習参観懇談会５～６年・おひさま 

 
 

水泳学習１・２年 クラブ活動 ALT 

水泳学習３・４年 ALT 

夏休み図書貸し出し（１・２年・おひさま） 

水泳学習５・６年 

夏休み図書貸し出し（３・４年） 

ふれあい長縄チャレンジ 夏休み図書貸し

出し（５・６年） 

水泳学習おひさま ALT  SC 来校午後 

茶道教室 

 

海の日 

水泳学習５，６年 札教研振替日 

水泳学習おひさま ALT ６年藤野ふるさと

会議  

SC 来校午前  

１学期終業式（４時間授業：給食あり） 

夏季休業（～８月 24 日） 

  

  
  
  
  

学校だより   ７月号 

令和７年（2025 年）６月 30 日 
 
〒061-2284 
札幌市南区藤野 4 条 6 丁目 26-1 
TEL(011)592-2120  
FAX(011)592-7349 

 

７月１０日（木） １・２・３・４年 

   学習参観：１３：３０～１４：１５ 

    懇談会：１４：２５～ 

７月１１日（金） ５・６年・おひさま 

学習参観：１３：１５～１４：００ 

    懇談会：１４：１０～ 

７月の学習参観懇談を上記日程で行います。

保護者の皆様のご来校をお待ちしております。 

 

・すぐーる連絡帳機能を使用した「水泳学習

出席連絡確認」にご協力いただき、ありが

とうございます。朝８時１５分までの入力を

よろしくお願いいたします。（※システム

の関係で８時１５分をすぎると入力がで

きなくなります。） 

・水着、水泳キャップ、ゴーグル、タオルな

ど、持ち物へは必ず記名をお願いいたしま

す。 
 

 
となります。下校は

１３時１５分ごろです。持ち物など詳細につ

いては「各学年のおたより」等にてご確認く

ださい。 

今年も、暑い日が続く夏となりそうです。学

校でも熱中症対策に取り組んでいきますが、ご

家庭でも、早寝早起き朝ごはん、水分補給や十

分な休養などに取り組んでいただき、子どもた

ちの夏をより楽しく、よりよい学びの時間とな

るようにしていきたいと考えています。ご協力

をお願いいたします。 

1 学期中に引っ越しや、転校などの予定がある

場合は、学校までお知らせください。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

○実施日  ７月５日（土） 

○実施時間 ９時３０分～１１時３０分 

 

 

 

お知らせ 

７月２２日（火）は２年１組、４年１組、５

年１組が、先日の札教研の振替として、４時

間授業となります。 

・例年行っているいじめアンケートとは、別

に、今年度は１学期に、学校独自にいじめ

アンケートを行います。７月７日から１１

日までの間に行います。学校でクロームブ

ックを使用して行います（１年生は紙で行

います）。 
 

 

となります。 

〈お願い〉 

朝の登校時間は８時１０分から２５分までと

なっています。学校でも子どもたちに指導して

おりますが、子どもたちの安全を守るために、

８時１０分より前に学校に来ることがないよ

うお願いいたします。 

 

【申請方法①電子申請をする場合】 

下記の札幌市ホームページからまたは「就学援助のお知らせ」の２次元コードから申請を行ってください。 

https://www.city.sapporo.jp/kyoiku/top/information/syugakuenjyo.html 

 

【申請方法②書面にて申請する場合】 

６月１６日に配付しました、「令和７年度 就学援助の申請について」のお便りをご覧になり、【書面での

申請希望用紙】を担任へ提出してください。提出後、申請書をお渡しいたします。 

→申請書は上記の市のホームページからご自身でダウンロード・印刷していただくことも可能です。 

 

※昨年度（令和６年１０月～令和７年９月）就学援助を受給されている方も再度申請が必要となります。 

※今回の申請は令和７年１０月～の申請となります。昨年度（令和７年９月まで）の申請を希望される方

は事務室までお問い合わせください。 


